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子
ど
も
対
象
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
す
る
「
子
ど
も
山
行
き
」
と
、
大
人
の
宴
席
で
あ

る
「
山
行
き
」
の
二
部
制
で
行
っ
て
い
る
。

七
津
屋
の
区
長
は
、
仕
事
始
め
、
台
締
め
、
慰
労
会
で
あ
る
山
行
き
に
参
加
す
る
。

七
津
屋
で
は
、
平
成
三
〇
年�

二
〇
一
八�

に
「
七
ツ
屋
誕
生
一
五
〇
周
年
」
記

念
事
業
を
行
っ
て
お
り
、
記
念
映
像
と
記
念
誌
の
製
作
が
行
わ
れ
た�

写
真
７
６�

。

こ
の
中
に
、
夜
高
祭
り
に
関
す
る
こ
と
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

��� 行燈の解体 �七津屋 �

第
三
項　

新
町

（
一
）
新
町
の
概
要

新
町
は
、
南
砺
市
福
野
の
南
西
部
に
位
置
し
、
現
在
の
住
居
表
示
で
は
福
野
お

よ
び
苗
島
の
一
部
に
あ
た
り
、
行
政
区
で
は
一
四
区
が
西
新
町
、
一
五
区
が
東
新
町

に
該
当
す
る
。
夜
高
行
事
に
関
わ
る
町
で
は
、
上
町
の
北
は
御
蔵
町
、
北
西
は
上
町
、

南
西
は
七
津
屋
に
接
し
て
い
る
。
町
域
に
は
富
山
県
立
南
砺
福
野
高
等
学
校
、
Ｊ
Ｒ

城
端
線
の
福
野
駅
が
立
地
し
て
い
る
。

令
和
六
年
（
二
〇
二
四
）
一
一
月
の
世
帯
数
は
一
一
四
戸
で
、
地
区
の
大
部
分

は
住
宅
及
び
田
で
あ
る
。
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
時
の
人
口
は
、
昭
和
四
五
年

（
一
九
七
〇
）
時
の
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
御
蔵
町
、
上
町
に
次
い
で

三
番
目
に
少
な
い
人
口
と
な
っ
て
い
る
。
新
町
の
町
内
を
通
る
市
道
七
ツ
屋
浦
町
線

拡
幅
の
た
め
、
町
外
へ
移
住
し
た
人
も
多
く
人
口
が
減
っ
て
い
る
。

夜
高
行
事
運
営
の
中
心
と
な
る
「
新
町
会
館
」
（
写
真
７
７
）
は
、
昭
和
五
三
年

��� 新町会館

図 ��� 新町位置図

��� 七津屋誕生 ��� 周年記念誌
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�

一
九
七
八�

一
〇
月
の
建
築
で
、
二
階
建
。
行
燈
の
製
作
が
始
ま
る
と
一
階
が
大

行
燈
、
小
行
燈
の
製
作
に
使
わ
れ
る
。
行
燈
の
保
管
は
一
階
が
使
用
さ
れ
る
。
新
町

会
館
の
建
設
以
前
は
、
西
源
寺
の
御
堂
を
使
用
し
て
い
た
。
笛
と
太
鼓
の
練
習
は
西

源
寺
の
境
内
が
使
用
さ
れ
る
。

（
二
）
運
営
組
織

夜
高
行
事
の
運
営
は
「
新
町
夜
高
保
存
会
」
、「
新
町
裁
許
」
、「
新
町
若
衆
」
が
担
う
。

①
新
町
夜
高
保
存
会

組
織
構
成

新
町
夜
高
保
存
会
は
、
会
長
一
人
、
副
会
長
六
人
、
会
計
一
人
、
幹
事
二
人
、
総

務
一
人
と
そ
の
他
の
委
員
九
二
人
で
組
織
さ
れ
て
い
る
。

役
員
は
前
任
者
の
指
名
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
任
期
は
特
に
決
ま
っ
て
お
ら

ず
、
年
齢
面
（
高
齢
）
に
よ
っ
て
継
続
が
難
し
い
と
判
断
し
た
ら
退
任
し
後
任
を
指

名
す
る
。

役
割

新
町
夜
高
保
存
会
の
役
割
は
、
裁
許
と
連
携
し
て
、
行
燈
の
練
り
廻
し
に
全
面

的
に
協
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。

夜
高
行
事
に
関
す
る
役
員
の
役
割
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

会
長

夜
高
行
燈
の
練
り
廻
し
に
つ
い
て
裁
許
・
町
内
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
。

副
会
長

会
長
の
補
佐
を
行
う
。

会
計

会
計
に
関
す
る
作
業
を
行
う
。

幹
事

会
計
監
査
を
行
う
。

総
務

裁
許
の
対
外
的
な
補
佐
を
行
う
。

運
営
経
費

夜
高
行
事
運
営
の
経
費
は
、
町
内
の
徴
収
金
（
賦
課
金
）
、
福
野
夜
高
祭
連
絡
協

議
会
か
ら
の
助
成
金
な
ど
を
財
源
と
し
て
い
る
。

令
和
六
年�

二
〇
二
四�

の
運
営
経
費
を
見
る
と
、
収
入
は
約
二
百
万
円
。
支

出
は
行
燈
の
製
作
費
、
バ
ッ
テ
リ
ー
借
用
費
、
行
事
へ
の
保
険
料
な
ど
で
構
成
さ
れ

る
。会

合
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

新
町
の
夜
高
行
事
に
関
す
る
会
合
は
西
源
寺
境
内
に
あ
る
新
町
会
館
二
階
（
福

野
七
九
二
）
で
開
催
さ
れ
る
。

ま
ず
二
月
に
、
新
町
裁
許
と
新
町
若
衆
が
中
心
と
な
っ
て
、
公
聴
会
が
開
催
さ

れ
る
。
原
則
と
し
て
新
町
氏
子
は
全
員
参
加
で
あ
り
、
欠
席
の
場
合
は
委
任
状
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
る
。
祭
礼
全
般
に
関
す
る
決
算
・
予
算
・
内
容
等
の
承
認
を
受
け

る
。
そ
の
他
賦
課
金
の
集
め
方
に
つ
い
て
の
話
も
あ
り
、
後
任
裁
許
の
選
出
や
祭
礼

行
事
全
般
に
つ
い
て
の
話
も
す
る
。

②
新
町
裁
許

新
町
裁
許
は
、
裁
許
長
一
人
、
裁
許
三
人
の
四
人
で
構
成
さ
れ
、
前
年
の
裁
許

と
Ｏ
Ｂ
の
推
薦
で
決
め
ら
れ
る
。
四
人
の
う
ち
毎
年
二
人
ず
つ
交
代
し
て
い
く
の
で
、

任
期
は
二
年
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
新
町
以
外
に
居
住
し
て

い
る
人
が
裁
許
を
務
め
る
場
合
も
あ
る
。
四
人
の
う
ち
、
裁
許
長
・
司
会
等
担
当
裁

許
の
二
人
が
主
と
な
り
、
残
り
二
人
は
次
年
の
裁
許
長
・
司
会
等
担
当
裁
許
と
な
る
。

裁
許
は
、
年
齢
が
四
二
歳
前
後
（
厄
年
）
の
人
が
な
る
が
明
確
な
年
齢
は
決
ま
っ
て

い
な
い
。
近
年
は
若
い
人
が
減
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
五
〇
代
で
裁
許
を
務
め
る
こ

と
が
あ
る
。
原
則
長
男
が
指
名
さ
れ
、
婿
養
子
は
指
名
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る



- 135 -

が
、
現
在
で
は
あ
ま
り
関
係
な
い
。
ま
た
、
裁
許
は
一
回
の
み
で
あ
り
、
以
降
は
「
裁

許
Ｏ
Ｂ
」
に
な
る
。
し
か
し
近
年
は
人
が
減
っ
て
い
る
の
で
、
裁
許
を
二
回
や
る
こ

と
が
あ
る
。

新
町
裁
許
は
、
祭
礼
行
事
予
算
案
の
作
成
、
祭
礼
行
事
全
般
に
つ
い
て
の
町
内

意
見
の
と
り
ま
と
め
、
各
町
裁
許
と
の
協
力
、
祭
礼
時
の
総
括
部
、
次
年
の
裁
許
の

選
出
を
担
う
。

裁
許
長

一
人
が
指
名
さ
れ
夜
高
行
燈
の
製
作
の
補
佐
、
関
係
団
体
と
の
協
議
、
子
ど
も

夜
高
太
鼓
の
練
習
立
会
い
、
各
種
申
請
書
等
の
書
類
作
成
、
行
燈
練
り
廻
し
の
全
般

に
わ
た
る
総
責
任
者
で
あ
る
。
公
聴
会
の
準
備
や
物
品
等
の
調
達
、
夜
高
行
燈
製
作

に
係
る
町
内
の
賦
課
金
の
徴
収
か
ら
山
蔵
の
管
理
ま
で
、
祭
礼
に
関
わ
る
全
て
の
事

柄
に
責
任
を
持
つ
。

裁
許

三
人
で
構
成
さ
れ
、
司
会
進
行
な
ど
裁
許
長
を
補
佐
す
る
役
割
を
担
う
。

③
新
町
若
連
中

新
町
の
若
連
中
は
書
類
な
ど
正
式
な
場
面
で
は
「
新
町
若
連
中
」
と
表
記
さ
れ

る
が
、
町
内
で
は
若
衆
（
ワ
カ
イ
シ
ュ
）
と
呼
ば
れ
、
若
衆
の
頭
は
若
衆
頭
と
呼
ば

れ
、
一
人
が
任
命
さ
れ
る
。

若
衆
は
、
主
に
行
燈
の
製
作
や
組
み
立
て
、
行
燈
の
曳
き
手
を
担
当
す
る
。
二
五

歳
前
後
の
男
性
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
で
は
人
手
不
足
の
関
係
で
三
〇
歳
く

ら
い
ま
で
が
若
衆
と
な
る
。
そ
の
年
齢
を
超
え
る
と
「
手
伝
い
」
と
し
て
祭
礼
に
関

わ
る
こ
と
に
な
る
。

若
衆
頭

行
燈
製
作
全
般
を
指
揮
し
、
行
事
当
日
は
拍
子
木
と
掛
け
声
で
大
行
燈
を
先
導

し
、
進
行
全
体
を
指
揮
す
る
。
若
衆
頭
経
験
者
は
後
の
裁
許
に
な
れ
る
資
格
を
持
つ
。

若
衆
の
ほ
か
、
若
衆
の
Ｏ
Ｂ
な
ど
町
内
全
体
で
行
燈
の
製
作
に
あ
た
っ
て
い
る
。

（
三
）
行
事
の
現
状

①
夜
高
行
燈
の
製
作

製
作
工
程

製
作
は
例
年
二
月
中
旬
か
ら
開
始
す
る
。
製
作
は
若
衆
一
〇
人
前
後
が
中
心
と

な
る
が
、
人
数
が
減
っ
て
き
て
い
る
の
で
裁
許
や
Ｏ
Ｂ
も
手
伝
う
。
一
九
時
三
〇
分

ご
ろ
か
ら
人
が
集
ま
り
始
め
、
作
業
に
取
り
掛
か
る
。
行
燈
の
製
作
は
前
年
の
引
き

合
い
に
よ
っ
て
破
損
し
た
部
分
を
修
理
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
行
燈
は
毎
年
必
ず

撮
影
し
て
写
真
に
残
し
、
次
年
度
の
製
作
の
参
考
に
し
て
い
る
。
行
燈
の
各
部
位
の

細
か
い
角
度
や
幅
は
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、
写
真
が
残
っ
て
い
な
い
部
分
は
、
他
の

部
分
の
角
度
や
幅
を
測
っ
て
参
考
に
し
て
い
る
。
吊
物
が
引
き
合
い
の
時
に
一
番
攻

撃
さ
れ
や
す
く
破
損
の
度
合
い
が
大
き
い
た
め
、
骨
組
み
部
分
か
ら
製
作
す
る
こ
と

が
多
い
。

竹
細
工

修
理
箇
所
を
確
認
し
、
竹
を
必
要
な
長
さ
ま
で
切
り
、
用
途
に
合
う
幅
ま
で
削

い
で
加
工
す
る
（
写
真
７
８
）
。
骨
組
み
の
形
状
に
よ
っ
て
、
曲
げ
の
必
要
な
部
分

は
竹
が
割
れ
な
い
よ
う
熱
を
か
け
て
慎
重
に
曲
げ
る
。
慣
れ
て
い
る
人
は
ス
ト
ー
ブ

の
熱
で
も
曲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
工
し
た
竹
の
接
合
、
補
強
は
番
線
で
行
い
、

行
燈
の
骨
組
み
を
作
る
。
竹
は
御
蔵
町
の
雅
環
境
造
形
か
ら
購
入
す
る
。
ま
た
、
引

き
合
い
に
お
け
る
破
損
箇
所
は
お
お
よ
そ
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、
部
品
を
短
く
す
る

な
ど
あ
え
て
壊
し
や
す
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

配
線

竹
細
工
の
骨
組
み
終
了
後
に
内
部
に
電
球
を
取
り
付
け
て
、
配
線
を
行
う
（
写

真
７
９
）
。

紙
貼
り
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て
台
締
め
を
行
う
（
写
真
８
２
）
。
降
雨
の
場
合
は
梧
桐
建
設
の
倉
庫
で
行
う
が
、

小
雨
程
度
で
あ
れ
ば
通
常
通
り
駐
車
場
で
実
施
す
る
。
裁
許
長
、
裁
許
、
若
衆
頭
、

若
衆
の
他
、
自
治
会
や
保
存
会
の
Ｏ
Ｂ
な
ど
合
わ
せ
て
三
〇
人
弱
で
作
業
を
行
う
。

台
締
め
当
日
は
、
朝
か
ら
若
衆
が
台
締
め
に
必
要
な
台
・
台
棒
・
横
棒
・
番
線
・

縄
な
ど
を
出
し
、
午
後
か
ら
の
台
締
め
作
業
の
た
め
の
準
備
を
行
う
。
一
三
時
前
か

ら
人
が
集
ま
り
始
め
、
一
三
時
に
裁
許
長
が
挨
拶
を
し
、
作
業
が
開
始
さ
れ
る
。

右
の
台
棒
か
ら
設
置
す
る
。
一
二
人
程
度
で
合
わ
せ
て
棒
を
持
ち
、
金
具
で
固

定
す
る
。
そ
の
際
、
台
棒
の
端
に
い
る
人
が
バ
ラ
ン
ス
を
見
て
修
正
指
示
を
す
る
。

台
棒
の
端
に
は
正
面
か
ら
見
て
「
右
」
「
左
」
と
書
い
て
あ
り
、
そ
の
文
字
が
傾
か

な
い
よ
う
に
固
定
す
る
。
台
棒
が
固
定
さ
れ
始
め
た
ら
、
縄
を
利
用
し
て
左
右
の
台

棒
の
ズ
レ
を
確
認
し
、
横
棒
を
置
い
て
傾
き
を
目
視
で
確
認
す
る
。
そ
の
後
金
具
表

面
を
ト
ン
カ
チ
で
叩
い
て
金
具
と
棒
の
隙
間
を
埋
め
て
締
め
る
。
さ
ら
に
ボ
ル
ト
で

も
締
め
る
。

行
燈
に
貼
る
和
紙
は
、
刷
毛
で
ふ
の
り
を
竹
に
つ
け
て
貼
っ
た
後
ふ
や
け
た
と

こ
ろ
か
ら
手
で
ち
ぎ
る
。
カ
ッ
タ
ー
や
ハ
サ
ミ
は
使
用
し
な
い
。
和
紙
に
は
表
裏
が

あ
る
の
で
気
を
付
け
て
い
る
。
部
位
の
狭
い
部
分
に
し
わ
が
で
き
な
い
よ
う
貼
っ
て

い
く
（
写
真
８
０
）
。
和
紙
の
購
入
先
は
以
前
は
沢
崎
紙
屋
だ
っ
た
が
、
現
在
は
五

箇
山
和
紙
の
里
で
あ
る
。

蝋
引
き

蝋
引
き
の
蝋
は
和
蝋
を
使
用
す
る
。
蝋
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
木
澤
薬
局
で
購
入
し
、
ブ

ロ
ッ
ク
の
蝋
を
熱
で
溶
か
し
て
使
う
。
蝋
に
は
て
ん
ぷ
ら
油
を
加
え
る
こ
と
で
、
滑

り
を
よ
く
し
て
い
る
。
油
を
加
え
る
と
茶
色
が
か
り
、
こ
れ
も
雰
囲
気
を
よ
く
し
て

い
る
。
蝋
引
き
に
は
、
型
紙
を
用
い
て
お
り
、
和
紙
の
上
に
型
紙
に
沿
っ
て
鉛
筆
で

薄
く
線
を
引
き
、
そ
の
線
の
上
に
蝋
を
引
く
。
か
つ
て
は
型
紙
を
使
用
せ
ず
フ
リ
ー

ハ
ン
ド
で
あ
り
、
描
く
人
の
個
性
が
出
て
い
た
。
細
か
い
模
様
は
毎
年
変
更
し
て
い

る
。蝋

引
き
の
線
が
太
い
と
、
和
紙
の
彩
色
範
囲
が
狭
く
な
る
た
め
全
体
的
な
見
栄

え
が
悪
く
な
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
行
燈
の
部
位
が
高
い
位
置
は
線
を
太
く
し
て
柄

を
大
き
く
す
る
。

紅
入
れ

行
燈
を
彩
色
す
る
絵
の
具
は
、
粉
末
状
の
染
料
で
あ
る
「
サ
イ
ア
ニ
ン
」
を
用

い
て
、
熱
し
た
水
で
溶
か
し
て
使
用
す
る
（
写
真
８
１
）
。
溶
か
す
温
度
に
よ
っ
て

色
に
違
い
が
生
じ
る
。
染
料
は
次
年
に
使
い
回
し
が
で
き
な
い
た
め
、
毎
年
購
入
し

て
い
る
。

描
く
模
様
に
毎
年
細
か
い
部
分
で
変
更
が
あ
る
よ
う
に
、
配
色
に
も
細
か
い
変

更
が
あ
る
。

台
締
め

四
月
二
九
日
の
午
後
か
ら
西
源
寺
近
く
に
位
置
す
る
民
家
の
駐
車
場
を
利
用
し

��� 竹細工 �新町 �

��� 配線 �新町 �
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台
締
め
作
業
が
終
了
す
る
と
、
お
清
め
の
た
め
、
新
町
山
蔵
前
ま
で
小
行
燈
と

大
行
燈
を
移
動
す
る
。
お
清
め
の
準
備
が
整
う
と
、
裁
許
及
び
若
頭
が
前
に
出
て
挨

拶
を
す
る
。
お
清
め
は
、
裁
許
長
が
塩
を
ま
き
、
裁
許
が
酒
を
か
け
る
。
こ
れ
を
台

の
車
輪
近
く
か
ら
始
め
、
全
て
の
結
び
目
に
お
清
め
を
す
る
。
大
行
燈
が
終
わ
る
と

小
行
燈
も
同
様
に
行
う
。

お
清
め
が
終
了
す
る
と
、
裁
許
長
の
挨
拶
が
あ
り
、
そ
の
後
乾
杯
を
す
る
。
酒

は
若
頭
が
裁
許
へ
注
ぎ
、
そ
の
後
若
衆
や
Ｏ
Ｂ
へ
注
ぐ
。
酒
器
、
酒
、
ス
ル
メ
の
順

で
渡
す
。

こ
れ
ら
が
終
了
後
、
裁
許
長
が
五
月
一
日
に
行
う
行
燈
の
組
み
立
て
の
開
始
時

刻
な
ど
の
連
絡
を
す
る
。
そ
の
後
、
山
蔵
前
か
ら
小
行
燈
の
み
新
町
会
館
へ
移
動
し
、

大
行
燈
は
車
輪
を
外
し
山
蔵
前
に
安
置
し
て
、
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
を
か
け
て
縄
で
縛
っ

て
固
定
す
る
。
こ
れ
で
台
締
め
に
関
わ
る
作
業
は
終
了
で
あ
る
。

飾
付
、
組
立

横
棒
に
は
正
面
か
ら
見
て
左
側
の
み
に
漢
数
字
が
書
か
れ
て
お
り
、
四
、
九
の
数

字
は
使
用
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
行
燈
が
縁
起
物
で
あ
る
た
め
、
不
吉
と
さ
れ
る
数

字
を
避
け
た
た
め
で
あ
る
。
台
棒
と
横
棒
は
ま
ず
番
線
で
結
ぶ
。
新
町
の
番
線
は
八

番
線
（
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
）
の
物
を
使
っ
て
い
る
。
番
線
の
結
び
目
は
ト
ン
カ

チ
で
つ
ぶ
す
。
番
線
で
締
め
た
と
こ
ろ
は
、
隠
す
よ
う
に
し
て
縄
を
上
か
ら
巻
く
。

そ
の
上
に
ま
た
番
線
を
巻
い
て
固
定
し
、
再
度
そ
の
上
に
縄
を
巻
い
て
仕
上
げ
る
。

縄
は
二
本
ず
つ
、
ね
じ
れ
な
い
よ
う
に
巻
く
。
縄
は
他
町
の
よ
う
に
縄
巻
き
を
行
っ

て
い
な
い
（
写
真
８
３
）
。
縄
の
結
び
目
は
露
出
し
上
向
き
に
な
っ
て
い
る
。
新
町

以
外
の
行
燈
の
結
び
目
は
隠
れ
て
お
り
、
新
町
だ
け
が
露
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
引

き
合
い
の
際
に
、
結
び
目
（
縄
）
を
切
っ
て
横
棒
を
外
し
て
も
す
れ
違
う
ぞ
（
通
る

ぞ
）
と
い
う
意
思
の
表
れ
の
た
め
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
番
線
で

固
定
し
て
い
る
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
横
棒
の
縄
の
結
び
方
は
「
男
結
び
」

で
あ
る
。

��� 紙貼り �新町 �

��� 紅入れ �新町 �

��� 台締め �新町 �

��� 台締めに用いる縄 �新町 �
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�

二
〇
二
三�

か
ら
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
変
更
し
、
令
和
六
年
か
ら
大
行
燈
に
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
を
導

入
し
た
。
そ
れ
ま
で
大
行
燈
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
し
て
い
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ

が
高
価
で
あ
る
こ
と
、
蝋
燭
の
よ
う
な
ぼ
ん
や
り
と
し
た
明
る
さ
に
な
ら
な
い
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
長
年
蝋
燭
の
灯
り
に
近
い
電
球
を
使
っ
て
い
た
。

職
人
の
存
在

行
燈
の
製
作
に
は
特
に
職
人
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。
か
つ
て
は
新
町
に
大
工
が

多
く
い
た
の
で
、
行
燈
製
作
の
と
き
に
活
躍
し
て
い
た
。

②
夜
高
行
燈
の
意
匠

夜
高
行
燈
の
デ
ザ
イ
ン
・
模
様
・
絵
・
配
色

新
町
の
行
燈
は
、
山
車
が
神
輿
、
吊
物
が
三
種
の
神
器
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
た
デ

ザ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
８
６
）
。
吊
物
の
裏
面
は
隠
れ
て
見
え
な
い
部
分
で

あ
る
た
め
毎
回
違
う
絵
を
描
く
。
遊
び
心
で
あ
り
、
令
和
五
年
は
鯉
の
滝
登
り
で
あ
っ

た�

写
真
８
７�

。
基
本
的
に
行
燈
全
体
の
大
ま
か
な
意
匠
は
前
年
を
踏
襲
し
、
デ

組
み
立
て
は
、
他
町
が
ク
レ
ー
ン
車
を
使
っ
て
組
み
立
て
る
の
に
対
し
て
、
新

町
は
滑
車
を
用
い
て
人
力
で
行
う
（
写
真
８
４
）
。
作
業
人
数
が
多
い
場
合
、ク
レ
ー

ン
車
よ
り
も
滑
車
の
方
が
早
い
た
め
で
あ
る
。
作
業
の
場
所
は
新
町
町
内
の
福
野
駅

に
通
ず
る
三
差
路
で
あ
る
。

ま
ず
寝
か
せ
た
台
に
芯
木
を
挿
入
し
、
田
楽
、
蜻
蛉
の
順
に
芯
木
に
通
す
。
次

に
傘
鉾
を
張
り
、
山
車
を
芯
木
に
通
す
。
行
燈
が
雨
で
濡
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
山

車
を
挿
し
た
後
、
ビ
ニ
ー
ル
を
被
せ
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
が
終
了
し
た
後
に
、
滑
車

を
用
い
て
人
力
で
立
て
る
。
三
差
路
に
立
っ
て
い
る
電
柱
に
ワ
イ
ヤ
ー
を
通
し
て
滑

車
に
接
続
す
る
。
滑
車
に
ロ
ー
プ
を
通
し
、
一
方
を
行
燈
の
傘
鉾
と
田
楽
の
間
の
心

棒
に
く
く
り
、
も
う
一
方
を
人
力
で
引
っ
張
る
形
に
す
る
。
人
力
で
引
っ
張
る
ロ
ー

プ
の
先
に
は
五
人
以
上
が
付
き
、
行
燈
に
は
一
〇
人
以
上
が
付
く
。
ロ
ー
プ
を
引
っ

張
り
な
が
ら
、
行
燈
を
立
て
る
。
最
後
に
車
輪
を
入
れ
、
組
み
立
て
作
業
場
及
び
五

月
一
・
二
日
の
出
発
位
置
に
近
い
民
家
の
前
へ
移
動
す
る
。

次
に
吊
物
を
新
町
会
館
か
ら
運
び
、
表
、
裏
の
順
で
取
り
付
け
る
（
写
真
８
５
）
。

こ
の
時
、
若
頭
が
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
て
修
正
の
指
示
を
出
す
。
雨
天
時
は
組
み

立
て
時
に
か
け
た
ビ
ニ
ー
ル
の
中
で
作
業
を
行
う
。
吊
物
を
付
け
た
後
に
は
行
燈
練

り
廻
し
の
際
に
若
衆
の
持
ち
手
と
な
る
縄
を
芯
木
に
結
び
付
け
、
横
棒
に
巻
く
。
以

上
で
組
み
立
て
作
業
が
終
了
で
あ
る
。
終
了
後
、
集
合
し
、
裁
許
長
か
ら
連
絡
事
項

が
伝
え
ら
れ
る
。

小
行
燈
は
台
締
め
終
了
後
の
安
全
祈
願
の
後
に
組
み
立
て
、
ビ
ニ
ー
ル
を
か
け

て
西
源
寺
の
境
内
に
置
く
。
裁
許
長
か
ら
の
連
絡
事
項
の
後
、
小
行
燈
に
車
輪
が
つ

け
ら
れ
る
。
車
輪
が
つ
い
た
小
行
燈
は
、
民
家
の
前
に
交
通
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ

う
な
位
置
で
飾
ら
れ
る
。

Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
導
入

新
町
行
燈
は
電
球
を
使
用
し
て
い
る
。
小
行
燈
の
表
側
の
み
令
和
五
年

��� 行燈の組立 �新町 �

��� 行燈の飾付 �新町 �
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ザ
イ
ン
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
。
武
者
絵
の
デ
ザ
イ
ン
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

田
楽
は
正
面
か
ら
向
か
っ
て
右
側
に
筆
で
「
御
神
燈
」
、
左
側
は
「
新
町
氏
子
」

と
書
く
。
田
楽
の
文
字
は
、
新
町
と
の
関
係
が
深
い
西
源
寺
の
先
代
住
職
が
書
い
た

も
の
で
あ
る
。

山
車
の
神
輿
の
持
ち
手
の
色
は
「
青
竹
」
と
い
う
暗
め
の
緑
で
塗
る
が
、
他
の

全
て
の
色
に
勝
っ
て
し
ま
う
た
め
、
要
所
の
み
に
使
用
し
て
い
る
。

③
夜
高
太
鼓
、
笛
、
夜
高
節

夜
高
太
鼓
、
笛
の
練
習
は
四
月
中
旬
か
ら
西
源
寺
の
境
内
に
あ
る
釣
鐘
堂
の
下

で
行
う�

写
真
８
８�

。
演
者
は
小
・
中
学
生
四
〜
五
人
。
指
導
は
大
人
が
あ
た
る
。

祭
礼
の
二
週
間
前
か
ら
日
曜
を
除
き
毎
日
練
習
を
行
う
。な
お
、
高
校
生
は
コ
ン
ク
ー

ル
に
出
場
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
行
事
当
日
に
演
奏
に
加
わ
る
こ
と
は
あ
る
。

子
供
夜
高
太
鼓
競
演
会

令
和
七
年�

二
〇
二
五�

で
は
新
町
か
ら
は
低
学
年
の
部
に
四
人
、
高
学
年
の

部
に
高
学
年
一
人
と
、
低
学
年
の
部
で
演
奏
し
た
一
人
が
重
複
し
て
出
場
し
た
。
な

お
中
学
生
の
部
、
そ
ろ
い
打
ち
の
部
、
笛
の
部
に
は
新
町
か
ら
の
参
加
は
な
い
。

④
夜
高
行
燈
の
装
束

新
町
の
法
被
は
黒
を
基
調
と
し
て
お
り
、
背
面
に
は
桔
梗
、
日
の
丸
扇
子
、
雲

が
描
か
れ
る�

写
真
８
９�

。
丈
は
臀
部
ま
で
で
あ
る
。
法
被
の
下
は
黒
い
シ
ャ
ツ
、

腹
掛
け
、
股
引
き
、
地
下
足
袋
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
裁
許
の
法
被
は
、
衿
字
に

「
新
町
裁
許
」と
入
っ
て
お
り
、
帯
を
し
て
前
を
閉
め
て
る
。
加
え
て
腹
掛
け
の
ポ
ケ
ッ

ト
の
中
に
裁
許
の
持
つ
提
灯
の
蝋
燭
の
予
備
を
入
れ
る
。

若
衆
頭
の
他
、
拍
子
木
を
持
っ
て
行
燈
を
先
導
す
る
若
衆
の
法
被
の
衿
字
は
「
新

町
頭
若
連
中
」
、
そ
の
ほ
か
の
若
衆
や
新
町
氏
子
（
裁
許
Ｏ
Ｂ
を
含
む
）
の
衿
字
は
「
新

町
連
」
で
あ
り
、
裁
許
以
外
は
帯
を
せ
ず
前
を
開
け
て
い
る
。

行
燈
の
練
り
廻
し
に
つ
く
人
は
新
町
の
法
被
を
着
用
す
る
。
法
被
に
は
日
の
丸

扇
子
に
桔
梗
が
描
か
れ
る
。
交
通
整
理
役
の
誘
導
員
（
裁
許
Ｏ
Ｂ
が
担
当
）
は
黄
色

��� 吊物の裏面の下書き �新町 �

��� 夜高太鼓の練習 �新町 �

��� 行燈の意匠 �新町 �
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折
り
返
す
。
四
つ
角
か
ら
二
本
手
前
の
道
を
曲
が
り
、
辰
巳
町
を
回
る
。
城
端
線
の

線
路
手
前
で
折
り
返
す
。
そ
の
後
、
県
道
二
七
九
号
を
東
方
面
へ
進
み
福
野
交
番
手

前
で
折
り
返
し
四
つ
角
方
向
へ
戻
る
。
そ
こ
か
ら
御
蔵
町
を
回
る
。
突
き
当
た
り
ま

で
進
ん
だ
ら
折
り
返
し
、
四
つ
角
に
戻
っ
て
引
き
合
い
ま
で
待
機
す
る
。
そ
の
後
、

県
道
七
一
号
を
南
方
向
へ
進
み
上
町
を
回
る
。
県
道
二
七
八
号
ま
で
出
た
ら
北
上
し
、

西
方
寺
前
ま
で
進
む
。
十
字
路
を
西
へ
進
み
、
新
町
に
戻
り
自
町
を
回
る
。

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
の
練
り
廻
し

一
七
時
〇
分
、
大
行
燈
を
覆
っ
て
い
た
ビ
ニ
ー
ル
を
外
す
、
縄
を
結
ぶ
な
ど
出

発
の
準
備
を
始
め
る
。
小
行
燈
は
、
先
に
町
内
を
細
か
く
廻
る
た
め
大
行
燈
よ
り
少

し
前
に
出
発
す
る
。
子
ど
も
の
太
鼓
を
出
し
始
め
る
。

一
七
時
一
五
分
、
小
行
燈
が
出
発
地
点
の
新
町
の
三
差
路
地
点
へ
戻
っ
て
来
る
。

同
時
に
、
大
行
燈
が
安
置
場
所
の
民
家
前
か
ら
出
発
地
点
に
移
動
す
る
。

一
七
時
三
〇
分
、
出
陣
式
を
実
施
し
て
出
発
す
る
。
太
鼓
、
裁
許
、
小
行
燈
、

の
腕
章
を
付
け
、
誘
導
灯
を
持
つ
。
法
被
は
森
田
染
工
房
で
購
入
し
て
い
る
。
ま
た

裁
許
の
持
つ
提
灯
に
は
「
新
町　

山
車　

裁
許
」
の
文
字
が
入
る�

写
真
９
０�

。

⑤
エ
ン
リ
ョ

新
町
で
エ
ン
リ
ョ
と
は
、
裁
許
の
家
族
に
不
幸
が
あ
る
と
、
夜
高
に
参
加
し
な

い
こ
と
を
い
う
。
裁
許
に
エ
ン
リ
ョ
が
あ
る
と
、
前
裁
許
が
代
わ
り
を
担
う
。
エ
ン

リ
ョ
の
範
囲
は
二
親
等
か
ら
自
分
の
子
ど
も
で
あ
る
が
、
同
居
し
て
い
る
家
族
に
不

幸
が
あ
っ
た
ら
「
エ
ン
リ
ョ
」
を
す
る
。

⑥
夜
高
行
燈
の
練
り
廻
し

行
燈
の
練
り
廻
し
ル
ー
ト

宮
参
り
が
終
わ
り
参
道
を
出
る
と
西
へ
進
み
、
横
町
を
回
る
。
県
道
二
〇
号
の

横
町
交
差
点
を
越
え
て
県
道
二
七
九
号
を
ま
っ
す
ぐ
進
み
、
福
野
小
学
校
前
交
差
点

で
折
り
返
す
。
参
道
ま
で
戻
り
、
そ
の
ま
ま
銀
行
四
角
へ
向
か
う
（
写
真
９
１
）
。

県
道
二
七
七
号
を
北
へ
進
み
、
浦
町
を
回
る
。
松
原
（
東
）
交
差
点
ま
で
進
ん
だ
ら

��� 出陣式 �新町 �

��� 行燈の練り廻し �新町 �

��� 提灯 �新町 �

��� 夜高装束 �新町 �
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図 ��� 新町行燈練り廻しル࣮ト�� 日目

図 ��� 新町行燈練り廻しル࣮ト�� 日目
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役
と
な
る
。
そ
の
他
、
太
鼓
は
二
人
、
笛
は
二
～
四
人
、
太
鼓
と
笛
の
交
代
要
員
、

交
通
整
備
役
が
い
る
。
な
お
、
交
通
整
備
役
は
裁
許
Ｏ
Ｂ
が
担
当
す
る
。

行
燈
が
進
む
際
に
は
、
若
衆
頭
が
「
ヨ
イ
ヤ
ー　

サ
ー
」
と
い
う
掛
け
声
を
い
う
。

若
衆
が
拍
子
木
を
打
ち
、
掛
け
声
を
続
け
て
い
く
。
一
旦
止
ま
っ
て
再
び
動
き
出
す

時
は
「
ノ
ー
ノ
」
と
拍
子
木
で
合
図
し
て
か
ら
動
き
出
す
。
行
燈
は
前
進
し
か
し
な

い
た
め
、
他
町
の
行
燈
と
す
れ
違
う
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
を
考
え
な
が
ら
行
燈
を
動
か

し
て
い
る
。
電
線
の
下
を
通
る
と
き
な
ど
は
、
行
燈
後
部
を
上
げ
て
通
る
。

拍
子
木
を
担
当
し
て
い
る
若
衆
は
、
曳
き
手
が
不
足
し
て
い
る
場
合
に
加
勢
す

る
と
き
が
あ
る
。

宮
参
り

誘
導
灯
を
持
っ
た
交
通
整
備
役
二
人
を
先
頭
に
、
裁
許
四
人
、
行
燈
の
順
に
福

野
神
明
社
の
鳥
居
の
前
に
並
ん
で
整
列
す
る
（
写
真
９
３
）
。
行
燈
は
前
部
に
重
り

役
数
人
が
乗
り
、
前
方
に
傾
け
る
。
誘
導
灯
を
持
っ
た
二
人
、
提
灯
を
持
っ
た
裁
許��� 辰巳町との引き合い �新町 �

大
行
燈
の
順
で
進
む
。
裁
許
四
人
は
提
灯
を
持
っ
て
歩
く
。

一
七
時
四
〇
分
、
四
つ
角
の
通
り
と
交
差
す
る
地
点
で
、
他
町
の
行
燈
が
通
過

す
る
の
を
待
つ
。

一
八
時
ご
ろ
、
小
行
燈
が
動
き
始
め
、
四
つ
角
へ
向
か
う
。
太
鼓
、
大
行
燈
は

小
行
燈
が
移
動
し
た
分
、
前
に
詰
め
て
引
き
続
き
待
機
す
る
。

一
八
時
一
五
分
、
大
行
燈
が
、
四
つ
角
に
向
け
て
動
き
始
め
る
。
四
つ
角
に
到

着
後
、
宮
参
り
に
向
け
て
待
機
す
る
。

二
〇
時
三
五
分
、
大
行
燈
が
福
野
神
明
社
に
向
け
て
出
発
す
る
。
到
着
後
、
宮

参
り
を
行
う
。

二
一
時
一
〇
分
、
宮
参
り
が
終
り
、
町
内
を
練
り
廻
す
。

二
二
時
四
五
分
、
練
り
廻
し
が
終
り
、
四
つ
角
で
待
機
す
る
。

二
三
時
五
五
分
、
数
度
の
裁
許
会
を
経
て
引
き
合
い
が
開
始
さ
れ
る
。

出
陣
式

出
陣
式
は
新
町
内
の
三
差
路
で
行
わ
れ
る
（
写
真
９
２
）
。
裁
許
長
が
挨
拶
を
し

た
後
、
若
衆
頭
の
「
出
す
ぞ
ー
」
と
い
う
掛
け
声
を
合
図
に
若
衆
が
「
よ
っ
し
ゃ
い

い
か
ー
」
と
口
々
に
続
け
、
出
発
の
体
勢
に
な
る
。
そ
の
後
、
若
衆
頭
一
人
と
若
衆

二
人
が
行
燈
の
前
に
出
て
「
ノ
ー
ノ
」
と
言
い
な
が
ら
拍
子
木
を
激
し
く
鳴
ら
し
、

タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
て
行
燈
が
進
み
始
め
る
。

練
り
廻
し
の
形
態

先
頭
に
は
太
鼓
、
次
に
提
灯
を
持
っ
た
裁
許
四
人
が
横
一
列
に
並
び
、
大
行
燈

の
先
導
を
行
う
。
そ
の
後
ろ
に
は
拍
子
木
を
持
っ
た
若
衆
頭
一
人
と
若
衆
二
人
が
大

行
燈
が
進
む
際
や
停
止
す
る
と
き
な
ど
の
合
図
や
掛
け
声
を
出
す
。
そ
の
後
ろ
に
大

行
燈
と
そ
れ
を
曳
く
若
衆
が
続
く
。
行
燈
に
は
曳
き
手
二
〇
人
弱
、
拍
子
木
を
持
っ

た
若
衆
頭
一
人
と
若
衆
が
二
人
、
行
燈
の
山
車
に
は
二
人
が
乗
り
、
田
楽
に
一
人
が

乗
る
。
行
燈
の
最
後
部
に
は
八
人
程
度
が
お
り
、
三
〜
四
人
が
後
部
に
載
っ
て
重
り

��� 宮参り �新町 �
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日
付
が
変
わ
っ
た
五
月
三
日
一
時
ご
ろ
に
四
つ
角
で
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
が
行
わ
れ

る
（
写
真
９
５
）
。
各
町
の
裁
許
が
四
つ
角
に
集
合
し
、
新
町
の
裁
許
は
四
つ
角
の

南
側
道
路
の
月
極
駐
車
場
側
に
立
つ
。

当
番
裁
許
の
町
の
若
衆
が
四
つ
角
に
酒
で
円
を
描
く
。
そ
の
後
、
当
番
裁
許
の

あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
続
い
て
来
賓
が
あ
い
さ
つ
を
行
う
。
あ
い
さ
つ
の
後
、
若
衆
が

盃
、
酒
、
ス
ル
メ
の
順
に
来
賓
、
各
町
内
の
裁
許
に
配
る
。
そ
れ
ぞ
れ
配
る
と
き
に

「
ど
う
ぞ
」
と
言
う
。

酒
、
ス
ル
メ
を
飲
食
後
、
当
番
裁
許
の
拍
子
木
の
音
頭
に
よ
り
全
員
で
手
打
ち
を

行
う
。
こ
の
後
、
当
番
裁
許
の
引
継
ぎ
が
行
わ
れ
る
。
引
継
ぎ
後
、
当
年
の
当
番
裁

許
が
来
賓
、
各
町
内
の
裁
許
と
順
番
に
お
礼
を
言
っ
て
回
り
、
終
了
す
る
と
次
年
度

の
当
番
裁
許
が
同
じ
く
来
賓
及
び
各
町
内
の
裁
許
へ
順
番
に
あ
い
さ
つ
す
る
。
シ
ャ

ン
シ
ャ
ン
の
儀
は
以
上
で
あ
り
、
終
了
後
解
散
と
な
る
。

新
町
は
、
新
町
の
み
で
行
う
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
の
儀
が
あ
る
。
全
体
の
シ
ャ
ン
シ
ャ

��� シࣕンシࣕン �新町 �

四
人
、
酒
二
升
を
持
っ
た
若
衆
一
人
と
若
衆
八
人
前
後
が
参
道
を
進
み
拝
殿
ま
で
移

動
す
る
。
酒
二
升
を
出
し
た
後
、
二
礼
、
二
拍
手
、
一
礼
し
て
参
道
を
戻
る
。
そ
の

際
、
酒
一
升
は
返
却
さ
れ
る
。
鳥
居
ま
で
全
員
が
戻
る
と
、
裁
許
と
若
衆
の
み
が
一

杯
飲
酒
す
る
。
そ
の
後
、
若
衆
の
合
図
で
行
燈
を
出
す
。

休
憩
場
所

宮
参
り
の
前
、
町
内
を
練
り
廻
し
た
後
引
き
合
い
ま
で
の
間
に
四
つ
角
の
停
止

場
所
で
待
機
時
間
が
あ
る
。
新
町
は
引
き
合
い
待
ち
の
と
き
に
若
衆
が
円
に
な
ら
ず

待
機
し
て
い
る
。
以
前
は
、
拍
子
木
を
叩
き
な
が
ら
円
座
を
組
ん
で
中
央
に
長
提
灯

を
三
基
置
き
、
夜
高
節
を
唄
い
、
そ
の
年
に
結
婚
し
た
者
が
御
神
酒
を
担
い
で
中
央

で
舞
っ
た
り
御
神
酒
を
回
し
飲
み
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
た
が
近
年
は

あ
ま
り
行
わ
な
い
。

雨
天
の
対
処

行
燈
は
雨
天
の
場
合
で
も
練
り
廻
す
た
め
、
一
日
目
は
行
燈
に
ビ
ニ
ー
ル
を
か

け
て
練
り
廻
し
を
行
う
。
二
日
目
は
、
新
町
で
は
二
日
目
に
行
わ
れ
る
引
き
合
い
は

神
事
と
い
う
意
識
が
あ
る
た
め
、
ビ
ニ
ー
ル
は
必
ず
外
す
。

引
き
合
い

四
つ
角
に
お
い
て
の
引
き
合
い
の
相
手
は
、
下
り
で
あ
る
辰
巳
町
・
浦
町
・
横

町
と
な
っ
て
い
る
（
写
真
９
４
）
。
新
町
は
事
前
に
行
燈
の
山
車
の
神
輿
に
あ
る
擬

宝
珠
（
引
き
合
い
で
す
れ
違
う
側
）
、
幕
、
鳥
居
を
外
し
て
引
き
合
い
に
臨
む
。
停

止
し
た
三
町
の
行
燈
の
横
を
通
り
抜
け
る
。
通
り
抜
け
る
際
に
引
き
合
い
が
始
ま
り
、

主
に
行
燈
の
吊
物
や
山
車
を
壊
し
あ
う
。

終
了
後
、
曳
き
手
の
怪
我
の
確
認
、
行
燈
の
損
傷
状
況
の
確
認
を
行
う
。
こ
の

後
の
練
り
廻
し
に
際
し
て
危
険
な
部
分
を
発
見
す
る
と
、
西
方
寺
前
で
調
整
を
行
う
。

こ
の
と
き
擬
宝
珠
も
つ
け
直
す
。

シ
ャ
ン
シ
ャ
ン

��� 行燈の解体 �新町 �
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第
四
項　

浦
町

（
一
）
浦
町
の
概
要

浦
町
は
、
南
砺
市
福
野
の
や
や
北
部
に
位
置
し
、
現
在
の
住
居
表
示
で
は
福
野

に
あ
た
り
、
行
政
区
で
は
二
区
と
三
区
に
該
当
す
る
。
二
区
は
上
浦
町
、
三
区
が
（
下
）

浦
町
で
あ
る
。
北
は
松
原
本
町
、
西
は
二
日
町
に
接
し
て
お
り
、
夜
高
行
事
に
関
わ

る
町
で
は
、
東
は
辰
巳
町
、
南
東
は
御
蔵
町
、
南
は
上
町
、
南
西
は
横
町
に
接
し
て

い
る
。
な
お
、
辰
巳
町
は
浦
町
の
分
家
町
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
夜
高
や
曳
山
行
事

の
運
行
で
一
部
連
携
を
図
る
部
分
が
あ
る
。
ま
た
、
浦
町
の
北
に
位
置
す
る
松
原
本

町
は
、
本
来
福
野
神
明
社
の
氏
子
町
で
は
な
い
が
、
昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
）
か

ら
浦
町
の
一
員
と
し
て
小
行
燈
を
出
し
て
い
る
。
当
時
の
小
学
生
以
下
の
子
ど
も
た

ち
に
も
行
燈
を
曳
か
せ
よ
う
と
、
そ
の
父
兄
が
浦
町
と
他
の
町
内
に
お
願
い
し
て
参

加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

令
和
六
年
（
二
〇
二
四
）
一
一
月
の
世
帯
数
は
一
一
七
戸
で
、
地
区
の
大
部
分

��� 浦町会館

図 ��� 浦町位置図

ン
の
儀
が
終
了
し
た
の
ち
、
行
燈
を
解
体
後
、
出
陣
式
を
行
っ
た
三
差
路
に
て
裁
許
・

若
衆
・
Ｏ
Ｂ
が
若
衆
が
持
っ
て
い
た
長
提
灯
三
本
を
中
心
に
円
に
な
る
よ
う
並
び
、

裁
許
長
の
全
体
総
括
、
氏
子
代
表
（
Ｏ
Ｂ
）
の
挨
拶
の
後
、
全
体
の
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン

の
儀
と
同
様
の
流
れ
で
行
わ
れ
る
。
終
了
す
る
の
は
明
け
方
と
な
り
、
そ
の
後
、
新

町
に
あ
る
飲
食
店
「
ま
る
嘉
」
で
打
ち
上
げ
を
行
う
。

⑦
夜
高
行
燈
の
解
体

シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
の
儀
が
終
了
す
る
と
、
出
陣
式
を
行
っ
た
三
差
路
に
戻
り
、
解

体
作
業
を
開
始
す
る
（
写
真
９
６
）
。
台
締
め
の
番
線
や
縄
は
カ
ッ
タ
ー
・
ノ
コ
ギ

リ
で
切
る
。
ま
た
、
組
み
立
て
と
同
様
に
ま
ず
芯
木
に
ロ
ー
プ
を
結
び
支
え
な
が
ら

行
燈
を
倒
し
、
上
か
ら
順
に
部
材
を
取
り
外
す
。
部
材
に
よ
っ
て
格
納
す
る
場
所
は

異
な
る
。
台
棒
は
西
源
寺
、
吊
物
（
表
）
・
田
楽
は
新
町
会
館
、
心
棒
、
横
棒
、
吊

物
（
裏
）
・
台
は
曳
山
山
蔵
と
な
っ
て
い
る
。

⑧
チ
ビ
・
小
・
中
行
燈

新
町
は
、
子
ど
も
が
少
な
く
小
行
燈
は
練
り
廻
さ
な
い
。
中
行
燈
を
小
行
燈
と

し
て
練
り
廻
す
。
中
行
燈
の
意
匠
は
大
行
燈
と
全
く
同
じ
で
、
大
行
燈
の
ミ
ニ
バ
ー

ジ
ョ
ン
と
い
う
形
態
で
あ
る
。
小
行
燈
は
、
小
学
生
か
ら
中
学
生
ま
で
参
加
で
き
る
。

大
行
燈
は
高
校
生
か
ら
参
加
で
き
る
が
、
引
き
合
い
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。

大
行
燈
の
曳
き
手
は
男
性
の
み
で
あ
る
が
、
小
行
燈
は
町
内
の
子
ど
も
（
男
女

問
わ
ず
）
に
加
え
、
そ
の
母
親
も
参
加
可
能
で
あ
る
。

⑨
そ
の
他

　

祭
り
に
関
わ
る
女
性
の
役
職
、
子
ど
も
の
組
織
は
な
い
。


